
平成28年度 離島観光活性化促進事業 特定離島チャーター商品⽀援事業

事 業 目 的 ︓離島への交通アクセスを拡充し、県外から沖縄県内離島への観光客のさらなる誘客を図ることを
目的に、離島航空路線のプログラムチャーター化または定期便化に向けた取組みと、特定離島
チャーター商品の販売促進および市場における定着化、継続化に向けた⽀援を実施する。

助成対象事業者︓
（１）定期便未就航路線の特定離島チャーター商品【春休み期間（平成29年3月11日〜3月31日）に

催⾏予定の商品】を販売する旅⾏会社であること

（２）国内における旅⾏業者において、旅⾏業法第３条に基づく登録を受けている旅⾏業者であること

（３）出発空港が国内空港であり、最終目的地の空港が沖縄県内離島空港であること

助成対象期間︓平成28年11月1日〜平成29年3月10日

助成交付⾦額︓チャーター便1本あたり上限 30万円
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国内各空港

助成対象便
（定期便未就航路線に限る） 助成額/1往復

（上限300,000円）出発空港 到着空港

(1) 国内各空港 宮古空港
南ぬ島石垣空港 広告経費の50%以内

(2) 国内各空港 上記(1)以外の
沖縄離島空港 広告経費の65%以内



平成28年度 離島観光活性化促進事業 特定離島チャーター商品⽀援事業 ⼿続きの流れ

申
請
事
業
者

Step1 申請

チャーター便運航
予定日より起算して
30日前までに提出を

お願い致します

提出書類
・申請書（様式第１号）

添付書類
・会社概要
・旅⾏商品の概要
（チラシ/新聞広告/
ネット広告等）
・旅程表

Step2 実績報告

提出書類
・実績報告書（様式第３号）

添付書類
・対象経費に係る精算書
・航空会社とのチャーター契約書写し
・成果物（原則として各5部提出）
・原本証明書及び証憑類

Step3 請求

交付決定後
提出をお願い
致します

提出書類

・請求書
（様式第５号）

①審査

②審査後、
申請者へ
受理通知

交付
O
C
V
B

①審査後、助成
⾦額を確定

②審査後、申請
者へ交付決定
通知

助成対象期間 助成決定の日〜平成29年3月10日

広告の最終実⾏日から起算して
14日以内に提出をお願い致します

お問い合わせ先
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
国内事業部 国内プロモーション課 担当︓城間
TEL︓098-859-6125 FAX︓098-859-6221
E-mail:ritohaku@ocvb.or.jp 2



出発空港が
国内各空港 → 最終到着空港が

沖縄県内離島であること
定期便

＋
チャーター

組み合わせて沖縄県内離島へ⼊域で
あれば助成対象とする

①「国内各空港→那覇空港」間でチャーター便
「那覇空港→沖縄離島空港」は定期便

国内各空港 → 那覇空港 → 沖縄離島空港 → 沖縄離島空港

チャーター便

定期便

Aパターン Bパターン

②「国内各空港→那覇空港」間で定期便
「那覇空港→沖縄離島空港」はチャーター便

平成28年度 離島観光活性化促進事業 特定離島チャーター商品⽀援事業 助成の条件

③「国内各空港→那覇空港→沖縄離島空港」間で定期便
「沖縄離島空港→沖縄離島空港」はチャーター便
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凡 例


